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A23N 他に分類されない，収穫した果実，野
菜または花の球根を大量に処理する
ための機械または装置；野菜または果
実の皮を大量にむくためのもの；飼料
を調製するための装置（わらまたはまぐさ

を切断するための機械Ａ０１Ｆ２９／００；砕

解，例．寸断Ｂ０２Ｃ；切断，例．断截，切裂，

スライスＢ２６Ｂ，Ｂ２６Ｄ） 

サブクラス内の索引 

搾汁装置......................................... 1/00 

核取りまたは種子を含む部分の除去機械 ........ 3/00,4/00 

穀取り,皮取り,割砕きまたは皮むき機 .......... 5/00,7/00 

飼料の調整装置 .................................. 17/00 

その他の処理機械 .......................... 11/00-15/00 

1/00 ジュースを抽出する機械または装置（非ア

ルコール飲料の調整，例．果実または野菜

ジュースに対し成分を添加するもの，Ａ２

３Ｌ２／００；飲料製造装置Ａ４７Ｊ３１

／００；抽出圧搾Ｂ３０Ｂ） 

1/02 ・粉砕または裁断と結合したもの 

3/00 供給装置に特徴がある果実の芯または核を

取る機械（Ａ２３Ｎ４／００が優先）［２］ 

3/02 ・供給ドラムを有するもの 

3/04 ・無端供給ベルトを有するもの 

3/06 ・供給テーブルを有するもの 

4/00 取除き装置に特徴のある果実の核または果

実の種子を含む部分を取除くための機械

（果実の皮むきおよび種子の部分を除くた

めのものＡ２３Ｎ７／０８；家庭用果実の

核ぬき装置Ａ４７Ｊ２３／００，果実の芯

ぬきのためのものＡ４７Ｊ２５／００）［２，

３］ 

4/02 ・果実の核を取るためのもの［２］ 

4/04 ・・桃，プラム，あんずまたは類似の果実

用のもの［２］ 

4/06 ・・さくらんぼまたは類似の果実用のもの

（Ａ２３Ｎ４／０４が優先）［２］ 

4/08 ・・なつめやし，オリーブまたは類似の長

楕円形の果実用のもの［２］ 

4/10 ・・非常に小さい種子を有する果実，例．

乾燥ぶどう，用のもの［２］ 

4/12 ・果実の芯を取るためのもの［２］ 

4/14 ・・りんご，なしまたは類似の果実用のも

の［２］ 

4/16 ・・トマトまたは類似の果実用のもの［２］ 

4/18 ・・かんきつ類の果実用のもの［２］ 

4/20 ・・パイナップル用のもの［２］ 

4/22 ・切裂，核取り兼用のもの［２］ 

4/24 ・切断果実から種子を含む部分を除去する

ためのもの［２］ 

5/00 ナッツの殻取り，皮取り，割砕機械 

5/01 ・ピーナッツのためのもの［２］ 

5/03 ・ココナッツのためのもの（Ａ２３Ｎ５／

０８が優先）［２］ 

5/08 ・ナッツの果肉状または繊維状の殻を除く

ためのもの（ピーナッツのためのものＡ

２３Ｎ５／０１） 

7/00 野菜または果実の皮むき（たまねぎの皮を

剥ぐための装置Ａ２３Ｎ１５／０８；家庭

用皮むき機械Ａ４７Ｊ１７／００）［３］ 

7/01 ・化学物質を使用するもの，例．アルカリ

液［２，３］ 

7/02 ・ばれいしょ，リンゴまたは類似する形状

をした野菜または果実の皮むき（Ａ２３

Ｎ７／０１が優先）［３］ 

7/04 ・アスパラガスの皮むき（Ａ２３Ｎ７／０

１が優先）［３］ 

7/08 ・果実の皮むき，および種子の部分を除く

ためのもの 

7/10 ・駆動機構 

11/00 茎から髄を抜くこと 

12/00 果実または野菜，例．コーヒー，ココア，

ナッツの，清浄，ブランチング，乾燥また

は焙煎のための機械（コーヒーまたはココ

アの処理方法，例．焙煎方法Ａ２３Ｆ，Ａ

２３Ｇ；穀粒の清浄，例．洗浄または乾燥

Ｂ０２Ｂ１／００；清浄のための固体相互

の分離Ｂ０７Ｂ；清掃一般Ｂ０８Ｂ；加熱

装置それ自体は関連するクラス参照，例．

Ｆ２４；乾燥機械一般Ｆ２６Ｂ）［３］ 

12/02 ・洗浄またはブランチングするためのもの

（Ａ２３Ｎ１２／０６が優先；ブランチ

ング方法Ａ２３Ｂ７／０６）［３］ 

12/04 ・・ブランチングするためのもの［３］ 

12/06 ・後に行われる乾燥と組合わされた洗浄ま

たはブランチングするためのもの［３］ 

12/08 ・乾燥または焙煎のためのもの（Ａ２３Ｎ

１２／０６が優先）［３］ 

12/10 ・・回転焙煎機［３］ 

12/12 ・・焙煎機械のための補助装置［３］ 

15/00 果実または野菜を食用にするために他の処

理をするための機械または装置；花の球根

の端部切除または皮はぎのための機械また

は装置［２］ 

15/01 ・茎から芽キャベツをもぎとるためのもの

［２］ 

15/02 ・果実のヘタとり，果実の穴あけ，皮はぎ

のためのもの；ばれいしょの芽を取る装

置 

15/04 ・果実または野菜の頂部を切り取るための

装置（たまねぎの頂部を切り取るための

ものＡ２３Ｎ１５／０８）［２］ 

15/06 ・果実のその他の処理，例．マーキング，

後熟，つや出し 
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15/08 ・たまねぎまたは花の球根の皮を剥ぐため，

または先を切るための装置［２］ 

15/10 ・豆をさやから出すためのもの［２］ 

15/12 ・豆の筋取りまたは端部切除［３］ 

17/00 飼料を調製するに適した装置 

17/02 ・飼料マッシャー（じゃがいもまたは他の

食品をつぶすための台所用品Ａ４７Ｊ１

９／０４） 

 


